
鈴鹿市白子駅有料自転車駐車場指定管理者制度導入に関する
サウンディング型市場調査実施要領

１　調査の目的
　鈴鹿市白子駅有料自転車駐車場は、自転車等の放置を防止し、自転車等の利用者の利便と駐輪秩序の向上を図ることを目的とした施設です。
　本市では、指定管理者制度を導入し民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上を図るとともに経費の縮減等を図り、鈴鹿市白子駅有料自転車駐車場の設置目的を効果的かつ効率的に達成することを目的とします。

２　調査の概要
	調査内容
	より質の高いサービスを利用者に提供するとともに、管理経費の節減と利用率の向上を図り、もって放置自転車の抑制に資すること目的とした指定管理者制度導入に関する調査

	主な対話内容
	民間事業者の創意工夫に基づいた施設の管理運営方針

	対象者
	民間事業者

	対象施設の概要
	施設の名称
（1） 白子駅東自転車駐車場
（2） 白子駅東第２自転車駐車場
（3） 白子駅西自転車駐車場
施設の所在地
（1） 鈴鹿市白子本町13番33号
（2） 鈴鹿市白子本町5337番地
（3） 鈴鹿市白子駅前16番16号
竣工時期
（1） 平成８年４月
（2） 平成８年９月
（3） 平成27年４月
建物構造
（1） 鉄骨造２階建（一部支柱・屋根のみ）
（2） 鉄骨造（支柱・屋根のみ）
（3） 鉄骨造２階建（屋上部は緊急時における災害避難スペースとして利用）

敷地面積
（１）417.58㎡
（２）119.82㎡
（３）339.76㎡
延床面積
（１）426.24㎡
（２）119.82㎡
（３）544.771㎡（管理人用兼公衆トイレを含む）
収容台数
（１）400台（自転車384台、原動機付自転車等16台）
（２） 65台（自転車44台、原動機付自転車等21台）
（３）284台（自転車273台、原動機付自転車等11台）



３　実施スケジュール
	内　容
	実施時期

	実施要領の公表
	令和８年７月６日（月）

	現地見学会・事前説明会の申込み
	令和８年７月６日（月）～令和８年７月20日（月）

	現地見学会・事前説明会の開催
	令和８年７月29日（水）～令和８年７月31日（金）

	対話参加の申込み
	令和８年７月６日（月）～令和８年７月31日（金）

	資料提出
	対話実施日の５開庁日前まで

	対話の実施
	令和８年８月17日（月）～令和８年８月19日（水）

	結果の公表
	令和８年８月31日（月）（予定）



４　対話までの流れ
（１）現地見学会及び事前説明会の開催
鈴鹿市白子駅有料自転車駐車場についての現地見学会及び事前説明会を開催いたします。参加を希望する場合は、別紙「現地見学会・事前説明会参加申込書」に必要事項を記入し、電子メールに添付の上、申込期間内に以下の申込先へ御提出ください。
なお、参加人数は、１団体につき２名以内とします。
　【開催日時】令和８年７月29日（水）～令和８年７月31日（金）
１時間程度
　【場　　所】白子駅東自転車駐車場、白子駅東第２自転車駐車場、白子駅西自転車駐車場
　【申込期間】令和８年７月６日（月）～令和８年７月20日（月）
　【申 込 先】鈴鹿市交通防犯課　　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
※電子メールの件名は【現地見学会・事前説明会参加申込】としてください。
※現地見学会・事前説明会への出席は、対話参加の必須条件ではありません。

（２）対話参加の申込み
対話への参加を希望する場合は、別紙「参加申込書兼誓約書」に必要事項を記入し、電子メールに添付の上、期間内に以下の申込先へ御提出ください。
なお、参加人数は、１団体につき２名以内とします。
【申込期間】令和８年７月６日（月）～令和８年７月31日（金）
【申 込 先】　鈴鹿市交通防犯課　　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
※電子メールの件名は【サウンディング参加申込】としてください。

（３）資料提出
対話の際に使用する資料等がある場合は、任意様式により作成し、電子メールに添付の上、期日までに以下の申込先へ御提出ください。
期日までに提出できない資料がある場合は、対話当日に３部持参してください。
【提出期限】　対話実施日の５開庁日前
【申 込 先】　鈴鹿市交通防犯課　　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
※電子メールの件名は【サウンディング資料提出】としてください。

（４）対話の実施
対話は個別に実施いたします。
【実施日時】　令和８年８月17日（月）～令和８年８月19日（水）に実施予定で、１時間程度（日程については、対話参加の申込期間終了後に別途調整し、申込団体の担当者宛てに実施日時及び場所を電子メールにて連絡します。）
【場　　所】　鈴鹿市役所本館内の会議室を予定しています。
【対話内容】　「５　対話内容」以降を御確認ください。

５　対話内容
主に施設の管理運営方針について、可能な限り具体的事例を交えた御意見・御提案をお願いいたします。
また、必要に応じて、対話実施後に追加の対話（書面による対話を含む。）やアンケート等を実施させていただく場合がございますので、御協力をお願いいたします。

６　留意事項
（１）対話及び対話内容の取扱い
対話への参加実績は、事業者公募等における評価の対象となりません。
対話内容は、ノウハウに基づく貴重な意見であることから真摯に受け止め、民間活力の導入による新たな事業展開が見込まれる可能性があるものについては、事業内容やスキームへの反映等の対応を検討するための参考とさせていただきます。ただし、公表資料及び双方の発言は、あくまでも対話時点での想定のものとし、実施を確約するものではないことを御了承ください。

（２）本調査に関する費用の負担
本調査参加に要する費用は、申込団体の負担とします。

（３）実施結果の公表
本調査の実施結果については、対話の内容を概要として取りまとめ、市ウェブサイトにて公表します。ただし、公表に当たっては提案事業者・団体の名称及び知的財産権に関わる内容は原則非公開とします。

（４）参加資格
①　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に該当する者でないこと。
②　参加申込書提出時点で、鈴鹿市から鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱（平成 11 年鈴鹿市告示第 148 号）に基づく資格停止を受けていない者であること。
③　会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
④　地方自治法第92条の２、第142条（同条を準用する場合を含む。）又は第180条の５第６項の規定に抵触していないこと。
⑤　鈴鹿市暴力団排除条例（平成 23 年鈴鹿市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員でないこと。
⑥　国税及び地方税を滞納していない者であること。
⑦　手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状況が著しく不健全でないこと。
⑧　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条の規定に基づく観察処分を受けた団体及びその関係者でないこと。
⑨　宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。

（５）提供資料
提供資料は、本調査に関わる検討以外の目的で使用してはなりません。
また、本調査の参加者は、該当資料及び本調査で知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。

７　問合せ先
〒５１３－８７０１　鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号
鈴鹿市危機管理部交通防犯課交通安全・防犯グループ　　担当：酒井、山際
電話番号：059-382-9022　　ＦＡＸ：059-382-7603
電子メールアドレス：kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
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